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第一部【企業情報】

第１【企業の概況】

１【主要な経営指標等の推移】

回次
第43期

中間連結会計期間
第44期

中間連結会計期間
第43期

会計期間
自 令和６年４月１日
至 令和６年９月30日

自 令和７年４月１日
至 令和７年９月30日

自 令和６年４月１日
至 令和７年３月31日

売上高 （百万円） 20,087 21,135 47,288

経常利益 （百万円） 993 1,529 2,689

親会社株主に帰属する

中間（当期)純利益
（百万円） 673 1,036 1,767

中間包括利益又は

包括利益
（百万円） 677 1,041 1,780

純資産額 （百万円） 10,931 12,804 11,953

総資産額 （百万円） 17,648 21,029 20,179

１株当たり

中間(当期)純利益
（円） 249.03 383.38 654.08

潜在株式調整後１株当たり

中間(当期)純利益
（円） - - -

自己資本比率 （％） 61.4 60.3 58.7

営業活動による

キャッシュ・フロー
（百万円） 715 1,323 2,945

投資活動による

キャッシュ・フロー
（百万円） △314 △808 △604

財務活動による

キャッシュ・フロー
（百万円） △323 △244 △498

現金及び現金同等物の

中間期末（期末）残高
（百万円） 1,976 4,012 3,741

 
（注）１. 当社は中間連結財務諸表を作成しておりますので、提出会社の主要な経営指標等の推移については記載してお

りません。

２. 潜在株式調整後１株当たり中間（当期）純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

 

２【事業の内容】

当中間連結会計期間において、当社グループ（当社及び当社の関係会社）が営む事業の内容について、重要な変更

はありません。また、主要な関係会社における異動もありません。
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第２【事業の状況】

１【事業等のリスク】

当中間連結会計期間において、新たに発生した事業等のリスクはありません。また、前事業年度の有価証券報告書

に記載した事業等のリスクについて重要な変更はありません。

 

 

２【経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

(1）経営成績の分析

当中間連結会計期間（令和７年４月１日～令和７年９月30日）におけるわが国経済は、エネルギー価格や原材料

価格の高騰に伴う物価上昇、国際情勢の緊張など、不透明な状況が続いております。

一方で、賃上げの動きや企業の設備投資意欲の高まり、インバウンド消費の回復を背景に、景気は緩やかな回復

基調で推移いたしました。

ＩＴ分野においては、令和７年10月Windows10サポート終了に伴う個人・法人双方における買い替え需要が高ま

り、ＩＴ投資は底堅く推移いたしました。

当社グループのＩＴ事業においても、同サポート終了を見据えたＩＴ環境の刷新および新規導入を軸に、個人・

民間法人・大学・官公庁に至るまで幅広い販売網を活かした営業を展開し、顧客の拡大と取引関係の深化に努めま

した。

全国26店舗を展開するパソコン専門店「アプライド」では、個人ユーザーを対象に、店頭および出張によるデジ

タル導入支援のコンサルティング営業を推進いたしました。また、地域法人様を対象に全店舗で無料のビジネスセ

ミナーを開催し、潜在ニーズの掘り起こしと専門性の高いソリューション提案の強化を図りました。

大学・官公庁向け販売を主体とするＳＩ営業部門においては、研究開発環境の整備支援を目的に、高付加価値の

プライベートブランド製品の提供や、デジタルコンテンツ制作、データソリューション提案に注力いたしました。

法人営業部門では、ビジネス向けＰＣのカスタマイズ販売をはじめ、近年注目を集めるＡＩを活用した外観検査

ソリューションの販売、さらにはオフィス環境改善の提案などを通じ、顧客基盤の一層の強化に取り組みました。

雑貨・アパレル・コスメの専門店「ハウズ」は、九州および愛知に計５店舗を展開し、オリジナル商品の開発

と、グループリソースを活かしたイベント開催を軸に、集客拡大と収益性の向上に努めました。

出版・広告事業のシティ情報ふくおかにおいては、出版物やデジタルコンテンツの制作に加え、ＳＮＳ運用代

行、行政・自治体関連事業、各種イベントの企画・運営など、多角的に事業を展開し、さらなる拡大を図りまし

た。

以上の結果、当中間連結会計期間における売上高は211億35百万円（前年同期比5.2％増）、営業利益は15億12百

万円（前年同期比54.0％増）、経常利益は15億29百万円（前年同期比53.9％増）、親会社株主に帰属する中間純利

益は10億36百万円（前年同期比53.9％増）となりました。

なお、売上高並びに営業利益、経常利益及び親会社株主に帰属する中間純利益は、中間連結会計期間としてそれ

ぞれ過去最高を達成いたしました。

 

セグメントごとの売上高は次のとおりです。

①パソコン・ゲーム事業は、「ＡＩの日常化に挑戦する会社」直販型メーカーを目指し、令和７年10月Windows10

サポート終了を控えた顕著な駆け込み需要が見られるなか、高品質オリジナル製品の販売と高付加価値サービス

の提供に注力することで、売上高は171億90百万円（前年同期比13.6％増）となりました。

②化粧品・雑貨事業は、「ささやかな、幸せ感の創出」小さな感動が溢れる雑貨店を目指し、ハウズ公式キャラク

ターむにゃむ（オリジナルグッズ）の商品展開による差別化を進め、品揃え拡充を推進し、卸売り販売が減少し

たことで、売上高は38億７百万円（前年同期比20.6％減）となりました。

③出版・広告事業は、「県内ダントツの情報発信基地」を目指し、デジタル技術を活用した幅広い提案力による差

別化を進め、法人向けプロモーション企画・行政向け地域活性化事業を推進し、誌面広告販売が減少したこと

で、売上高は１億55百万円（前年同期比10.9％減）となりました。
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(2）財政状態の分析

当中間連結会計期間末における総資産は、前連結会計年度末に比べ８億50百万円増加し、210億29百万円となり

ました。これは主に、有価証券が５億円及び商品及び製品が６億５百万円増加したためです。

負債の部は、前連結会計年度末に比べ１百万円減少し、82億24百万円となりました。これは主に、支払手形及び

買掛金が１億72百万円及び未払法人税等が81百万円減少し、契約負債が２億97百万円増加したためです。

純資産の部は、前連結会計年度末に比べ８億51百万円増加し、128億４百万円となりました。これは主に、親会

社株主に帰属する中間純利益10億36百万円等により利益剰余金が８億47百万円増加したためです。

この結果、自己資本比率は、60.3％となりました。

 

(3）キャッシュ・フローの状況

当中間連結会計期間における現金及び現金同等物（以下「資金」という）は、40億12百万円となりました。当中

間連結会計期間における各キャッシュ・フローの状況及びそれらの要因は、次のとおりです。

 

（営業活動によるキャッシュ・フロー）

営業活動の結果増加した資金は、13億23百万円（前年同期比84.9％増）となりました。これは主に、税金等調整

前中間純利益15億29百万円で資金が増加したためです。

 

（投資活動によるキャッシュ・フロー）

投資活動の結果減少した資金は、８億８百万円（前年同期比156.7％増）となりました。これは主に、有価証券

の取得による支出５億円及び有形固定資産の取得による支出２億１百万円で資金が減少したためです。

 

（財務活動によるキャッシュ・フロー）

財務活動の結果減少した資金は、２億44百万円（前年同期比24.5％減）となりました。これは主に、長期借入金

の返済による支出54百万円及び配当金の支払１億89百万円で資金が減少したためです。

 

(4）優先的に対処すべき事業上及び財務上の課題

当中間連結会計期間において、当社グループが優先的に対処すべき事業上及び財務上の課題について重要な変更

はありません。

 

(5）研究開発活動

該当事項はありません。

 

３【重要な契約等】

該当事項はありません。
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第３【提出会社の状況】

１【株式等の状況】

（１）【株式の総数等】

①【株式の総数】

種類 発行可能株式総数（株）

普通株式 5,400,000

計 5,400,000

 

②【発行済株式】

種類
中間会計期間末現在
発行数（株）

（令和７年９月30日）

提出日現在発行数（株）
 

（令和７年11月14日）

上場金融商品取引所名
又は登録認可金融商品
取引業協会名

内容

普通株式 2,703,200 2,703,200
東京証券取引所

スタンダード市場

単元株式数

100株

計 2,703,200 2,703,200 - -

 

（２）【新株予約権等の状況】

①【ストックオプション制度の内容】

該当事項はありません。

 

②【その他の新株予約権等の状況】

該当事項はありません。

 

 

（３）【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

該当事項はありません。

 

 

（４）【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日
発行済株式
総数増減数
(株）

発行済株式
総数残高
(株）

資本金
増減額

（百万円）

資本金
残高

（百万円）

資本準備金
増減額
（百万円）

資本準備金
残高

（百万円）

令和７年４月１日～

令和７年９月30日
- 2,703,200 - 381 - 403
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（５）【大株主の状況】

  令和７年９月30日現在

氏名又は名称 住所
所有株式数
（株）

発行済株式（自己
株式を除く。）の
総数に対する所有
株式数の割合
（％）

㈱パム 福岡市博多区東比恵３-３-１ 1,326,000 49.06

日本証券金融㈱ 中央区日本橋茅場町１-２-10 96,000 3.55

内藤　征吾 東京都中央区 80,800 2.99

岡　義治 福岡市西区 80,000 2.96

アプライド従業員持株会 福岡市博多区東比恵３-３-１ 78,440 2.90

㈱西日本シティ銀行 福岡市博多区博多駅前３-１-１ 67,200 2.49

㈱ＳＢＩ証券 東京都港区六本木１-６-１ 56,543 2.09

ＩＮＴＥＲＡＣＴＩＶＥ　ＢＲＯＫＥＲ

Ｓ　ＬＬＣ

（常任代理人　インタラクティブ・ブ

ローカーズ証券㈱）

ＯＮＥ ＰＩＣＫＷＩＣＫ ＰＬＡＺＡ

ＧＲＥＥＮＷＩＣＨ，ＣＯＮＮＥＣＴ

ＩＣＵＴ 06830 ＵＳＡ

（東京都千代田区霞が関３-２-５）

35,300 1.31

若杉　精三郎 大分県別府市 31,600 1.17

光通信ＫＫ投資事業有限責任組合 東京都豊島区西池袋１-４-10 29,100 1.08

計 ― 1,880,983 69.59
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（６）【議決権の状況】

①【発行済株式】

    令和７年９月30日現在

区分 株式数（株） 議決権の数（個） 内容

無議決権株式  － － －

議決権制限株式（自己株式等）  － － －

議決権制限株式（その他）  － － －

完全議決権株式（自己株式等）
（自己保有株式）

－ －
普通株式 300

完全議決権株式（その他） 普通株式 2,700,600 27,006 －

単元未満株式 普通株式 2,300 － －

発行済株式総数  2,703,200 － －

総株主の議決権  － 27,006 －

 

②【自己株式等】

    令和７年９月30日現在

所有者の氏名又は名称 所有者の住所
自己名義
所有株式数
（株）

他人名義
所有株式数
（株）

所有株式数
の合計
（株）

発行済株式総数に
対する所有株式数
の割合（％）

アプライド株式会社
福岡市博多区東比恵

３-３-１
300 － 300 0.01

計 ― 300 － 300 0.01

 

２【役員の状況】

該当事項はありません。
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第４【経理の状況】

１ 中間連結財務諸表の作成方法について

当社の中間連結財務諸表は、「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和51年大蔵省令第28

号。以下「連結財務諸表規則」という。）に基づいて作成しております。

また、当社は、金融商品取引法第24条の５第１項の表の第１号の上欄に掲げる会社に該当し、連結財務諸表規則

第１編及び第３編の規定により第１種中間連結財務諸表を作成しております。

 

２ 監査証明について

当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、中間連結会計期間（令和７年４月１日から令和７

年９月30日まで）に係る中間連結財務諸表について、有限責任監査法人トーマツによる期中レビューを受けており

ます。
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1【中間連結財務諸表】

（１）【中間連結貸借対照表】

  （単位：百万円）

 
前連結会計年度
(令和７年３月31日)

当中間連結会計期間
(令和７年９月30日)

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 5,971 6,422

電子記録債権 25 64

売掛金 7,335 6,643

有価証券 - 500

商品及び製品 943 1,548

仕掛品 6 28

原材料及び貯蔵品 59 169

その他 282 96

貸倒引当金 △60 △59

流動資産合計 14,565 15,413

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 2,024 1,959

土地 2,384 2,366

建設仮勘定 10 150

その他（純額） 151 162

有形固定資産合計 4,571 4,639

無形固定資産 14 13

投資その他の資産   

敷金及び保証金 539 526

その他 488 435

投資その他の資産合計 1,027 961

固定資産合計 5,613 5,615

資産合計 20,179 21,029
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  （単位：百万円）

 
前連結会計年度
(令和７年３月31日)

当中間連結会計期間
(令和７年９月30日)

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 3,624 3,451

１年内返済予定の長期借入金 89 61

未払法人税等 562 481

契約負債 2,401 2,699

賞与引当金 194 215

その他 631 618

流動負債合計 7,504 7,526

固定負債   

長期借入金 308 282

長期未払金 406 406

その他 6 8

固定負債合計 721 697

負債合計 8,225 8,224

純資産の部   

株主資本   

資本金 381 381

資本剰余金 909 909

利益剰余金 10,550 11,397

自己株式 △0 △0

株主資本合計 11,840 12,687

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 0 1

その他の包括利益累計額合計 0 1

非支配株主持分 111 115

純資産合計 11,953 12,804

負債純資産合計 20,179 21,029
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（２）【中間連結損益計算書及び中間連結包括利益計算書】

【中間連結損益計算書】

  （単位：百万円）

 
前中間連結会計期間
(自　令和６年４月１日
　至　令和６年９月30日)

当中間連結会計期間
(自　令和７年４月１日
　至　令和７年９月30日)

売上高 20,087 21,135

売上原価 15,464 15,845

売上総利益 4,622 5,289

販売費及び一般管理費   

広告宣伝費 431 485

給料及び手当 1,070 1,155

賞与引当金繰入額 181 200

賃借料 397 401

その他 1,558 1,534

販売費及び一般管理費合計 3,640 3,777

営業利益 982 1,512

営業外収益   

受取利息 0 7

受取手数料 2 2

受取賃貸料 6 6

協賛金収入 1 1

その他 3 2

営業外収益合計 13 20

営業外費用   

支払利息 1 2

その他 0 0

営業外費用合計 1 2

経常利益 993 1,529

税金等調整前中間純利益 993 1,529

法人税、住民税及び事業税 221 437

法人税等調整額 95 52

法人税等合計 316 489

中間純利益 677 1,039

非支配株主に帰属する中間純利益 4 3

親会社株主に帰属する中間純利益 673 1,036
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【中間連結包括利益計算書】

  （単位：百万円）

 
前中間連結会計期間
(自　令和６年４月１日
　至　令和６年９月30日)

当中間連結会計期間
(自　令和７年４月１日
　至　令和７年９月30日)

中間純利益 677 1,039

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 0 1

その他の包括利益合計 0 1

中間包括利益 677 1,041

（内訳）   

親会社株主に係る中間包括利益 673 1,037

非支配株主に係る中間包括利益 4 3

 

EDINET提出書類

アプライド株式会社(E03472)

半期報告書

12/19



（３）【中間連結キャッシュ・フロー計算書】

  （単位：百万円）

 
前中間連結会計期間
(自　令和６年４月１日
　至　令和６年９月30日)

当中間連結会計期間
(自　令和７年４月１日
　至　令和７年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー   

税金等調整前中間純利益 993 1,529

減価償却費 90 94

貸倒引当金の増減額（△は減少） △4 △0

賞与引当金の増減額（△は減少） 6 20

受取利息及び受取配当金 △0 △7

支払利息 1 2

売上債権の増減額（△は増加） 1,208 653

棚卸資産の増減額（△は増加） △590 △737

未収消費税等の増減額（△は増加） △26 184

仕入債務の増減額（△は減少） △500 △172

契約負債の増減額（△は減少） 168 297

その他 △214 △20

小計 1,133 1,843

利息及び配当金の受取額 0 4

利息の支払額 △1 △2

法人税等の支払額又は還付額（△は支払） △416 △522

営業活動によるキャッシュ・フロー 715 1,323

投資活動によるキャッシュ・フロー   

定期預金の純増減額（△は増加） △180 △180

有価証券の取得による支出 - △500

有形固定資産の取得による支出 △133 △201

有形固定資産の売却による収入 - 66

敷金及び保証金の差入による支出 △5 -

敷金及び保証金の回収による収入 3 5

その他 0 1

投資活動によるキャッシュ・フロー △314 △808

財務活動によるキャッシュ・フロー   

長期借入金の返済による支出 △160 △54

リース債務の返済による支出 △0 △0

自己株式の取得による支出 △0 △0

配当金の支払額 △161 △189

財務活動によるキャッシュ・フロー △323 △244

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 77 270

現金及び現金同等物の期首残高 1,899 3,741

現金及び現金同等物の中間期末残高 ※ 1,976 ※ 4,012
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【注記事項】

（中間連結キャッシュ・フロー計算書関係）

※ 現金及び現金同等物の中間期末残高と中間連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係は以下のとおり

であります。

 
前中間連結会計期間

（自 令和６年４月１日
至 令和６年９月30日）

当中間連結会計期間
（自 令和７年４月１日
至 令和７年９月30日）

現金及び預金勘定 4,026百万円 6,422百万円

預入期間が３か月を超える定期預金 △2,050 △2,410

現金及び現金同等物 1,976 4,012

 

（株主資本等関係）

Ⅰ 前中間連結会計期間（自 令和６年４月１日 至 令和６年９月30日）

１．配当金支払額

決議 株式の種類
配当金の総額
（百万円）

１株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日 配当の原資

令和６年６月27日

定時株主総会
普通株式 162 60 令和６年３月31日 令和６年６月28日 利益剰余金

 

２．基準日が当中間連結会計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当中間連結会計期間の末日後となるもの

決議 株式の種類
配当金の総額
（百万円）

１株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日 配当の原資

令和６年11月14日

取締役会
普通株式 81 30 令和６年９月30日 令和６年12月５日 利益剰余金

 

Ⅱ 当中間連結会計期間（自 令和７年４月１日 至 令和７年９月30日）

１．配当金支払額

決議 株式の種類
配当金の総額
（百万円）

１株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日 配当の原資

令和７年６月26日

定時株主総会
普通株式 189 70 令和７年３月31日 令和７年６月27日 利益剰余金

 

２．基準日が当中間連結会計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当中間連結会計期間の末日後となるもの

決議 株式の種類
配当金の総額
（百万円）

１株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日 配当の原資

令和７年11月14日

取締役会
普通株式 135 50 令和７年９月30日 令和７年12月５日 利益剰余金
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（セグメント情報等）

【セグメント情報】

Ⅰ 前中間連結会計期間（自 令和６年４月１日 至 令和６年９月30日）

報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

     （単位：百万円）

 報告セグメント

調整額
(注)１

合計
(注)２ 

パソコン・
ゲーム事業

化粧品・
雑貨事業

出版・
広告事業

計

売上高       

外部顧客への売上高 15,130 4,796 160 20,087 - 20,087

セグメント間の内部売上高

又は振替高
3 0 14 17 △17 -

計 15,133 4,796 174 20,104 △17 20,087

セグメント利益又は損失（△） 898 △20 19 898 83 982

（注）１. セグメント利益又は損失（△）の調整額は、セグメント間取引消去83百万円であります。

２. セグメント利益又は損失（△）は、中間連結損益計算書の営業利益と調整しております。

 

 

Ⅱ 当中間連結会計期間（自 令和７年４月１日 至 令和７年９月30日）

報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

     （単位：百万円）

 報告セグメント

調整額
(注)１

合計
(注)２ 

パソコン・
ゲーム事業

化粧品・
雑貨事業

出版・
広告事業

計

売上高       

外部顧客への売上高 17,186 3,807 141 21,135 - 21,135

セグメント間の内部売上高

又は振替高
3 - 14 18 △18 -

計 17,190 3,807 155 21,153 △18 21,135

セグメント利益又は損失（△） 1,444 △33 14 1,425 87 1,512

（注）１. セグメント利益又は損失（△）の調整額は、セグメント間取引消去87百万円であります。

２. セグメント利益又は損失（△）は、中間連結損益計算書の営業利益と調整しております。

 

 

 

（金融商品関係）

当中間連結会計期間末（令和７年９月30日）

　当中間連結貸借対照表計上額その他の金額について、事業の運営において重要なものとなっており、かつ、前連結会計

年度の末日に比べて著しい変動が認められるものはありません。

 

（有価証券関係）

当中間連結会計期間末（令和７年９月30日）

　当中間連結会計期間末におけるその他の有価証券で市場価値のあるものについて、事業の運営において重要なものと

なっており、かつ、前連結会計年度の末日に比べて著しい変動が認められるものはありません。
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（収益認識関係）

顧客との契約から生じる収益を分解した情報

Ⅰ　前中間連結会計期間（自 令和６年４月１日 至 令和６年９月30日）

   （単位：百万円）

 報告セグメント

合計
 パソコン・ゲーム事業 化粧品・雑貨事業 出版・広告事業

製品 1,648 - 9 1,657

商品 10,802 4,769 0 15,572

サービス 2,679 26 151 2,857

外部顧客への売上高 15,130 4,796 160 20,087

 

Ⅱ　当中間連結会計期間（自 令和７年４月１日 至 令和７年９月30日）

   （単位：百万円）

 報告セグメント

合計
 パソコン・ゲーム事業 化粧品・雑貨事業 出版・広告事業

製品 2,254 - 9 2,263

商品 12,056 3,781 - 15,838

サービス 2,875 25 131 3,033

外部顧客への売上高 17,186 3,807 141 21,135

 

 

（１株当たり情報）

１株当たり中間純利益及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。

 
前中間連結会計期間

（自 令和６年４月１日
至 令和６年９月30日）

当中間連結会計期間
（自 令和７年４月１日
至 令和７年９月30日）

１株当たり中間純利益 249円03銭 383円38銭

（算定上の基礎）   

親会社株主に帰属する中間純利益（百万円） 673 1,036

普通株主に帰属しない金額（百万円） － －

普通株式に係る親会社株主に帰属する中間純利益

（百万円）
673 1,036

普通株式の期中平均株式数（株） 2,703,011 2,702,894

（注）潜在株式調整後１株当たり中間純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

 

２【その他】

 第44期（令和７年４月１日から令和８年３月31日まで）の中間配当については、令和７年11月14日開催の取締役会

において、令和７年９月30日の最終の株主名簿に記載又は記録された株主に対し、次のとおり中間配当を行うことを

決議いたしました。

① 中間配当の総額                           135百万円

② １株当たり中間配当額                      50円00銭

③ 支払請求権の効力発生日及び支払開始日     令和７年12月５日
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第二部【提出会社の保証会社等の情報】
 該当事項はありません。
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 独立監査人の中間連結財務諸表に対する期中レビュー報告書  

 

令和７年11月14日

ア　プ　ラ　イ　ド　株　式　会　社

  　取 　締 　役　 会　　　　御　 中

 

 有限責任監査法人 ト ー マ ツ

 　　 福   岡   事   務   所

 

 指定有限責任社員

業 務 執 行 社 員

 
 

 公認会計士

 
髙    尾       圭    輔

 指定有限責任社員

業 務 執 行 社 員

 
 

 公認会計士

 
久    原       明    夫

 

監査人の結論

当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられているアプライド株式

会社の令和７年４月１日から令和８年３月31日までの連結会計年度の中間連結会計期間（令和７年４月１日から令和７年

９月30日まで）に係る中間連結財務諸表、すなわち、中間連結貸借対照表、中間連結損益計算書、中間連結包括利益計算

書、中間連結キャッシュ・フロー計算書及び注記について期中レビューを行った。

当監査法人が実施した期中レビューにおいて、上記の中間連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められ

る企業会計の基準に準拠して、アプライド株式会社及び連結子会社の令和７年９月30日現在の財政状態並びに同日をもっ

て終了する中間連結会計期間の経営成績及びキャッシュ・フローの状況を適正に表示していないと信じさせる事項が全て

の重要な点において認められなかった。

 

監査人の結論の根拠

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる期中レビューの基準に準拠して期中レビューを行った。期

中レビューの基準における当監査法人の責任は、「中間連結財務諸表の期中レビューにおける監査人の責任」に記載され

ている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定（社会的影響度の高い事業体の財務諸表監査に適用される

規定を含む。）に従って、会社及び連結子会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たし

ている。当監査法人は、結論の表明の基礎となる証拠を入手したと判断している。

 

中間連結財務諸表に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して中間連結財務諸表を作成し適

正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない中間連結財務諸表を作成し適正に表示す

るために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

中間連結財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき中間連結財務諸表を作成することが適切で

あるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を

開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。

監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。
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中間連結財務諸表の期中レビューにおける監査人の責任

監査人の責任は、監査人が実施した期中レビューに基づいて、期中レビュー報告書において独立の立場から中間連結財

務諸表に対する結論を表明することにある。

監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる期中レビューの基準に従って、期中レビューの過程を通じて、

職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

・　主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対する質問、分析的手続その他の期中レビュー

手続を実施する。期中レビュー手続は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して実施され

る年度の財務諸表の監査に比べて限定された手続である。

・　継続企業の前提に関する事項について、重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認

められると判断した場合には、入手した証拠に基づき、中間連結財務諸表において、我が国において一般に公正妥当

と認められる企業会計の基準に準拠して、適正に表示されていないと信じさせる事項が認められないかどうか結論付

ける。また、継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、期中レビュー報告書において中間連結財

務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する中間連結財務諸表の注記事項が適切でない場

合は、中間連結財務諸表に対して限定付結論又は否定的結論を表明することが求められている。監査人の結論は、期

中レビュー報告書日までに入手した証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続で

きなくなる可能性がある。

・　中間連結財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して

いないと信じさせる事項が認められないかどうかとともに、関連する注記事項を含めた中間連結財務諸表の表示、構

成及び内容、並びに中間連結財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示していないと信じさせる事項が認め

られないかどうかを評価する。

・　中間連結財務諸表に対する結論表明の基礎となる、会社及び連結子会社の財務情報に関する証拠を入手する。監査

人は、中間連結財務諸表の期中レビューに関する指揮、監督及び査閲に関して責任がある。監査人は、単独で監査人

の結論に対して責任を負う。

監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した期中レビューの範囲とその実施時期、期中レビュー上の重要な発見

事項について報告を行う。

監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並

びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去するための対応策を講じている場合

又は阻害要因を許容可能な水準にまで軽減するためのセーフガードを適用している場合はその内容について報告を行う。

 

利害関係

　会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はな

い。

以 上

 

（注）１. 上記は期中レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社（半期報告書

提出会社）が別途保管しております。

２. XBRLデータは期中レビューの対象には含まれていません。
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